
古文書勉強会

半田市立博物館所蔵文書の解読

年貢と年貢や借金の問題解決文と

長文を読む

令和３年1月23日
半田市立博物館専門員
柴田邦彦
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江戸時代の村方組織図と年貢指示の流れ

3
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年
貢
の
文
書

村
の
年
貢
は
、
初
め
に
藩
か
ら
免
定
と
称
す
る
年
貢
の
指
示
書
が
届
き
、
そ

こ
に
記
載
さ
れ
た
、
田
畑
の
種
類
毎
の
年
貢
率
に
従
っ
て
百
姓
に
年
貢
の
供

出
を
指
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

乙
川
村
は
、
成
瀬
隼
人
正
の
知
行
地
で
あ
り
、
免
状
は
成
瀬
隼
人
正
の
役
所

[

柳
原
御
役
所]

か
ら
出
さ
れ
た
。

新
田
の
い
く
つ
か
は
、
尾
張
藩
に
直
接
年
貢
を
納
め
る
仕
組
み
も
あ
り
、
年

貢
の
指
示
書
は
２
通
り
あ
っ
た
。
ま
ず
、
成
瀬
隼
人
正
の
免
定
を
読
み
ま
す
。

免
定

乙
川
村

一
高
千
五
百
四
拾
三
石
三
斗
九
升
五
合同

所
替
地
新
田

田
畑
の
種
類[

本
田
、
新
田]

毎
に

石
高[

米
の
基
準
取
れ
高]

と
年
貢
。

年
貢
率
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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一
高
十
六
石
三
斗
弐
升
六
合

高
合
千
五
百
五
拾
九
石
七
斗
弐
升
壱
合

内
四
石
四
斗
弐
升
三
合

前
々
引

残
高
千
五
百
五
拾
五
石
弐
斗
九
升
八
合

取
米
六
百
四
拾
弐
石
六
斗
六
合

当
亥
ゟ
寅
迄
四
ケ
年
極
免

高
四
ツ
壱
分
弐
厘

同
所

古
新
田

注数
字
の
二
は
弐
と
書
く

数
字
の
一
は
壱
と
書
く

四
ツ
壱
分
弐
厘
は
、

年
貢
率
4
割
1
分
２
厘
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一
高
百
六
拾
九
石
三
斗
三
升
八
合

内

壱
石
弐
斗
七
升
八
合

前
々
引

残
高
百
六
拾
八
石
六
升

取
米
九
拾
弐
石
弐
斗
九
升

当
亥
ゟ
寅
迄
四
ケ
年
極
免

高
五
ツ
四
分
五
厘

同
所

内
新
田

一
高
拾
九
石
弐
斗
九
升
壱
合

注年
貢
率
が
異
な
っ
て
い
る

高
四
割
一
分
二
厘

高
五
割
四
分
五
厘

理
由
は
不
明
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取
米
拾
石
六
斗
壱
升
壱
合

当
亥
ゟ
寅
迄
四
ケ
年
極
免

高
五
ツ
五
分
取

同
所

酉
新
田

一
高
弐
拾
五
石
九
斗
六
升
六
合

内

壱
斗

前
々
引

残
高
弐
拾
五
石
八
斗
六
升
六
合

取
米
拾
三
石
八
斗
九
升
弐
合
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当
亥
ゟ
寅
迄
四
ケ
年
極
免

高
五
ツ
三
分
五
厘

同
所

後
酉
新
田

一
高
八
拾
七
石
七
斗
六
升

取
米
四
拾
壱
石
七
升
弐
合

注新
田
の
名
前
は
多
く
は
、

開
拓
さ
れ
た
年
の
干
支
が

付
け
ら
れ
た

取
米
＝
年
貢
高

当
亥
ゟ
寅
迄
四
ケ
年
極
免

高
四
ツ
六
分
八
厘

同
所

午
新
田

一
高
七
拾
壱
石
四
斗
壱
升
四
合

取
米
弐
拾
八
石
五
斗
六
升
六
合
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当
亥
ゟ
寅
迄
四
ケ
年
極
免

高
四
ツ
取

同
所

亥
新
田

同
所

後
亥
新
田

当
亥
ゟ
寅
迄
四
ケ
年
極
免

高
四
ツ
七
分
壱
厘

注
数
字
の
書
き
方

一
は
壱

二
は
弐

十
は
拾

二
十
は
弐
拾

と
統
一
さ
れ
て
い
た

一
高
三
石
壱
斗
七
升
弐
合

一
高
拾
壱
石
九
升
壱
四
合

取
米
五
石
弐
斗
弐
升
四
合

取
米
壱
石
五
斗
四
升
五
合
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当
亥
ゟ
寅
迄
四
ケ
年
極
免

高
四
ツ
五
分
七
厘

当
亥
ゟ
寅
迄
四
ケ
年
極
免

高
四
ツ
八
分
七
厘

平
地

午
新
田

同
所

平
地
新
田

一
高
八
石
九
斗
九
升

一
高
弐
百
四
拾
三
石
九
斗
六
升
五
合

取
米
四
石
四
升
六
合

取
米
百
拾
壱
石
四
斗
九
升
三
合
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当
亥
ゟ
寅
迄
四
ケ
年
極
免

高
四
ツ
五
分
取

平
地

亥
新
田

一
高
拾
弐
石
壱
斗
五
升
三
合

取
米
六
石
六
斗
八
升
五
合

当
亥
ゟ
寅
迄
四
ケ
年
極
免

高
五
ツ
五
分
取

右
庄
屋
小
百
姓
至
迄
立
合
以
来
言
分

な
き
や
う
に
無

高
下
致
割
符

急
度
可
皆
納
也
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嘉
永
亥
十
一
月

水

瀬
兵
衛

印

高

藤
右
衛
門

印右
村庄

屋
百
姓

右
庄
屋
小
百
姓
至
迄
立
会
以
来
言
分

な
き
や
う
に
無
高
下
致
割
符

急
度
可
皆
納
也

右
庄
屋
小
百
姓
に
至
る
ま
で
立
会[

せ]
以
来
言
い
分

な
き
よ
う
に[

年
貢
を]

高
下
な
く
割
付
い
た
し

き
っ
と
皆
納
す
べ
き
也

12

小
百
姓
に
対
応
す
る
言
葉

頭
百
姓

頭
百
姓
は
、
地
侍
で
あ
っ
た
家
系
、
元
庄
屋
や
組

頭
で
あ
っ
た
家
系
、
石
高
の
高
い
百
姓
な
ど
格
の

高
い
百
姓
、
役
職
名
で
は
な
い

小
百
姓
は
そ
れ
以
外
の
百
姓
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取
立
免

五
ツ
五
分

五
割
五
分

本
田

五
ツ
四
分
四
厘

小
板
山

五
ツ
四
分
五
厘

古
新
田

六
割
四
分

酉
新
田

五
ツ
八
分

寅
新
田

五
ツ
六
分

丑
新
田

七
ツ
七
分

巳
新
田

五
ツ
三
分
五
厘

亥
新
田

〆

免 割
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成岩村の本郷と枝郷の構造ともめごと

南
組

北
組

北
新
居
組

西
成
岩 彦

洲

板
山

本郷
枝郷

枝郷

枝郷

本郷と西成岩の農民はお互いの地域の田畑を耕作
していた。その取れ高を越高と称する。
昔からの取決めで、西成岩の本郷への越高に関わ
る年貢の三分米（役所に対する年貢業務の手数料）は、本
郷が負担することになっていた。
天保十二年になり、本郷が西成岩にこの約束をあら
ため、西成岩が三分米を負担するよう問題提起。そ
こでもめごとが起こり、代官が乗り出して解決

越高



西成岩文書 分米一件
本成岩と西成岩の確執

経
過

本
成
岩
と
西
成
岩
が
越
高
の
三
分
米[

年
貢
の
手
数
料]

の
負
担

に
つ
い
て
、
争
い
が
あ
っ
た
。

越
高
と
は
、
地
域
を
越
え
て
所
有
す
る
田
畑
の
石
高
。

西
成
岩
は
本
成
岩
に
越
高
が
あ
っ
た
。
以
前
よ
り
の
約
束
事
で
、

本
成
岩
は
西
成
岩
の
越
高
の
年
貢
に
か
か
る
三
分
米
を
負
担
し

て
い
た
。

と
こ
ろ
が
天
保
十
二
年
と
思
わ
れ
る
が
、
本
成
岩
は
こ
の
約
束
を

破
棄
し
て
ほ
し
い
と
西
成
岩
に
要
求
し
た
。

西
成
岩
は
、
昔
か
ら
の
約
束
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
要
求
を
断
っ

た
。

本
成
岩
は
、
役
所
に
調
停
を
求
め
、
調
停
案
は
、
腰
高
を
生
む
田

畑[

の
支
配
権]

を
西
成
岩
が
買
う
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
西
成
岩
は
資
金
が
な
い
の
で
一
旦
は
調
停
案
を
断
っ
た
。

再
度
の
調
停
案
は
、
西
成
岩
内
の
大
西
組
が
買
い
取
っ
て
も
よ
い

と
の
意
思
が
あ
り
、
大
西
組
に
買
い
取
ら
せ
る
が
ど
う
か
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
だ
と
、
西
成
岩
の
土
地
の
支
配
権
が
大
西

組
に
移
る
の
で
、
困
る
と
い
う
こ
と
で
、

や
む
を
得
ず
、
借
金
し
て
最
初
の
調
停
案
を
受
け
る
こ
と
に
し
た
。

そ
の
意
思
決
定
を
役
所
に
報
告
し
た
の
が
左
の
文
書
と
な
っ
て
い

る
。
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西
成
岩
文
書
資
料N

o

15-

31-

1

分
米
一
件

乍
恐
御
請
書
奉
差
上
候
御
事

今
般
分
米
一
件
ニ
付
過
日
御
召
出
之
節
当
組
ゟ
本
成
岩
江

越
高
相
成
居
候
地
所
買
取
方
之
儀
ニ
付
御
厳
重
御
利
解

奉
恐
入
候
依
而
当
組
之
儀
も
御
利
解
之
通
金
子

他
借
仕
候
而
成
共
地
所
買
請
可
申
候
依
之
御
請
書

奉
差
上
候
以
上
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寅
閏
七
月

庄
屋

松
助

組
頭

庄
七

同

又
左
衛
門

頭
百
姓

惣
右
衛
門

同

市
兵
衛

同

和
七

柳
原

御
役
所

注：頭百姓：格の高い百姓
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こ
の
事
件
の
報
告
書
は
２
通
あ
り
、
前
頁
の
者
は
簡
単
す
ぎ
る
と
考

え
た
の
か
、
こ
の
報
告
書
は
く
わ
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
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今
般
分
米
一
件
ニ
付
過
日
御
召
出
之
節
地
所
買
取
方
儀
ハ

金
子
不
行
届
候
当
惑
之
趣
奉
申
上
候
処
左
す
れ
ハ
大
西
組
ヘ

買
取
相
成
候
共
不
苦
旨
御
請
書
奉
差
上
候
様
被
仰
付
奉
畏
惣
代
之
者

御
請
申
置
候
夫
ニ
付
御
前
畝
高
取
調
大
西
組
へ
相
渡
候
様
と
の
御
儀

勿
論
右
地
所
弥
大
西
組
へ
買
請
相
成
候
ハ
バ
永
々
右
組
支
配
高
ニ
被

為
遊
候
旨
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御
談
之
趣
右
ハ
往
古
ゟ
当
組
末
々
支
配
罷
在
候
御
高
私
共
不
行
届
故

大
西
組
江
被
請
取
候
様
相
成
候
而
ハ
如
何
共
残
念
千
万
之
儀
ニ
奉
存
候
間

附
而
ハ
兼
而
御
達
奉
願
候
在
来
通
御
差
置
被
下
置
候
儀
ハ
御
取
止
不
相
成

是
非
共
大
西
組
申
置
ニ
准
し
候
半
而
ハ
難
相
叶
御
調
ニ
御
座
候
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此
金
銭
他
借
取
賄
候
而
成
共
当
組
支
配
丈
之
地
所
ハ
買
取
可
申
候

筈
候
厳
重
御
利
解
ニ
付
奉
畏
候
得
共
以
来
御
万
端
御
百
姓
御
取
立
之

思
召
を
以
御
調
相
成
候
儀
ト
仕
度
仍
而
御
請
旁
奉
願
上
置
候
以
上

寅
閏
七
月

庄
屋

松
助

与
頭

又
左
衛
門

〃

庄
七

頭
百
姓

惣
右
衛
門

〃

市
兵
衛

〃

庄
三
郎

〃

儀
平

柳
原御

役
所
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漢文風の返り点

24

被
為
仰
出

被
下
置

奉
差
上

不
苦

不
申

可
皆
納

為
差
登

有
之

無
相
違

乍
恐



覚
乙
川
村

濱
新
田

一
田
畑
弐
拾
九
町
弐
反
六
畝
拾
九
歩

定
納
米
百
四
拾
石
三
斗
五
合

一
田
弐
町
七
反
四
畝
拾
歩

同
所

内

田
九
反
九
畝
拾
弐
歩

戌
見
取

田
壱
町
七
反
四
畝
廿
八
歩

川
崎
見
取

一
田
壱
町
五
畝
拾
五
歩

卯
見
取

新田を別途で見取り、年貢を指示した例もあり紹介する
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一
田
壱
町
五
畝
拾
五
歩

卯
見
取

一
田
壱
町
壱
反
壱
畝
廿
九
歩

丑
見
取

一
反
数
弐
町
五
反
三
畝
拾
六
歩

同
所
見
取

一
田
畑
弐
町
八
反
歩

辰
見
取

〆
反
数
拾
五
町
七
反
四
畝
拾
八
歩

当
亥
ゟ
卯
迄
五
ケ
年

定
納
米
四
拾
六
石
八
斗
五
合

一
田
四
町
七
畝
廿
八
歩

後
申
見
取

一
田
壱
町
四
反
壱
畝
拾
歩

後
卯
見
取
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年貢の領収書

覚

岩
滑
村

米
三
百
五
拾
石

右
ハ
当
未
歳
御
物
成
之
内
如
斯

請
取
之
候

未
十
一
月

鳴
海
陣
屋

印

現在の価値にして２千万円に対
して、この程度の領収書 27

物
成
：
年
貢
の
別
名

請
取
：
受
取



梶川権左衛門家文書2D5-92 隠し軍資金の話 棹金九千本
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松
平
主
水
殿
知
行
所

下
総
吉
田
村

百
姓
孫
左
衛
門

此
者
儀
当
七
月
中
自
分
庭
内
江

新
規
井
戸
普
請
致
候
處
井
戸
底
ゟ

棹
金
九
千
本
堀
出
シ
此
段

地
頭
所
江
御
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公
儀
江
差
上
候
所
永
代
孫
左
衛
門
江

五
千
石
地
面
被
下
置
帯
刀

御
免
郷
士
客
（
格
カ
）
ニ
被
仰
附
右

之
地
所
ハ
往
古
結
城
春
永
公

之
居
城
跡
ニ
有
之
候
由
書
面
ニ

有
之
尤
孫
左
衛
門
先
祖
ゟ
住

居
致
候
趣
御
座
候
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棹
金
壱
本
ニ
付
三
千
六
百
両
也

凡
八
寸
廻
ニ
長
サ
弐
尺
八
寸

数
九
千
本

惣
金
高

三
千
弐
百
四
拾
万
両
余

右
之
通
全
ニ
無
相
違
御
座
候

安
政
六
年
未
七
月

32



東海道 駿府で牢破り事件
安政四年(1854年)

駿府（静岡市）の牢獄に
知多郡前山村（常滑）、松原村（知多市）大野村の人、三河、尾張、信
州、美濃、備前、江戸、様々な地方の人が入牢していた。
安政四年十月二日に、脱獄（牢破り）を図ったが、多くは逮捕され、獄門
の刑となった事件
当時、脱獄は極刑であったことが分かる。

脱獄犯の人名はさておき、その文書に添えられた文章を読み解きます。
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安
政
四
年

巳
十
月
二
日
夜
三
十
人
之
者

申
合
夜
四
ツ
時
過
頃
ゟ
牢
切

抜
出
候
ヘ
共
御
国
之
御
い
せ
い
ニ
て
こ
も
ご
も

間
も
な
く
召
取
れ
中
ニ
も
悪
頭
者
と
差
向
ら[

れ]

候

疵
人
之
御
役
人
瀕
死
手
負
之
衆
次
々
起
ス

此
内
四
人
は
り
付
但
し
か
わ
ら
け
野
ニ
て
御
仕
置

十
三
人
引
廻
し
打
首
但
し
牢
屋
敷
ニ
て
也

然
れ
共
か
わ
ら
け
野
ニ
て
さ
ら
し
首
に
ナ
外
有
之
也

外
ニ
八
人
ハ
引
廻
し
な
し
ニ
て
牢
屋
敷
ニ
て
打
首
と
申

残
四
人
ハ
未
タ
召
取
無
之
と
申

注御
い
せ
い
ニ
て

ご
威
勢
：
人
を
恐
れ

さ
せ
る
力

差
向
ら
れ

さ
し
む
け
ら
れ

か
わ
ら
け
野

地
名
か

仕
置
き

み
せ
し
め
の
た
め
処

刑然
れ
共

当
然
で
あ
る
が

な
と

な
り
と
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右
此
御
役
人
衆
ハ

遠
州
大
田
ノ
宿
ニ
て
悪
者
類
（頭
）を
と
り
手
に
向
ひ

候
處

手
負
に
合
候
と
申

但
し
、
悪
者
五
人
組
ニ
て
東
へ
さ
し
則
小
鉄
五
郎
申
仕
也

是
ゟ
も
甲
州
路
入
す
ん
州
之
お
き
つ
宿
ニ
て

召
取
ニ
合
候
者
共
也
依
之
一
旦
江
戸
ヘ
飛
か
れ
て

当
国
へ
と
う
丸
籠
ニ
て
引
れ
入
申
候
尤

取
人
衆
ニ
手
向
ひ
候
ニ
付
此
度
は
り
付
け
ニ

行
な
わ
れ
申
候
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御
仕
置
ハ
巳
十
一
月
廿
五
日

扨
カ
牢
番
之
御
役
人
壱
人
悪
者
ニ
た
ば
か
ら
れ

の
み[

鑿
カ]

を
か
し
た
る
罪
に
よ
つ
て
其
後
又
候
か
わ

ら
け
ニ
て
打
首
ニ
相
成
是
気
之
毒
成
事
也

注た
ば
か
ら
れ

だ
ま
さ
れ

の
意

か
わ
ら
け

は
陶
器
の
意
で
あ
る
の
で
文
意
が
通
じ
な
い
、

文
の

か
わ
ら
け

は

か
わ
ら

の

け[

土]

で
あ
り
、

河
原
の
土[

の
所]

の
意
か

又
候[

ま
た
ぞ
ろ]

ま
た
ま
た
、
ま
た
し
て
も
の
意
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尾
張
藩
に
調
達
金
を
上
納
し
た
が
、
今
困
っ
て
い
る
の
で
、
返
済
し
て
ほ
し

い
。
元
本
の
7
割
で
よ
い
の
で
返
し
て
ほ
し
い
。

乍
恐
奉
願
上
候
御
事

天
明
八
申
九
月
調
達

知
多
郡
乙
川
村
取
扱

吉
三
郎

一
金
三
拾
両
也

金
九
両
拾
弐
匁

天
明
九
酉
年
ゟ
寛
政
子
年
迄

被
下
置
候
利
足
金

天
明
申
十
二
月
調
達

一
金
三
拾
両
也

同
人

金
七
両
拾
弐
匁

寛
政
元
酉
年
ゟ
同
三
亥
年
迄

被
下
置
候
利
足
金

〆
利
金
拾
六
両
壱
分
九
匁

残
元
四
拾
三
両
弐
分
六
匁

乙川文書4-664 41



右
調
達
金
之
儀

是
迄
追
々
被
下
置
候
御
利
足

金
遠
元
金
御
返
シ
ニ
相
立

残
金
拾
五
ケ
年
賦
之
筈
ニ

被
為
仰
出
候
趣
奉
畏
候

然
処
当
年
之
儀
先
達
而

酒
屋
共
ゟ
段
々
願
上
候
通

此
節
酒
屋
共
ハ
大
ニ

乱

江
戸
表
ゟ
も
一
圓
金
子
為
差
登
不
申

当
節

諸
拂
必
至
与
差
詰
甚
以
迷
惑
難
儀
仕
候

依
之
恐
多
御
願
ニ
ハ
御
座
候
得
共

右
之
趣
旨
御
勘
考 42



之
上
御
憐
憫
を
以

被
為
聞
召
分

何
卒
拾
五
ケ
年
賦
ニ

被
下
置
候
分
を
当
暮
七
分
返
ニ
被
成
下
一
諸
ニ
御
返
被
下
置
候
様
ニ

幾
重
も
ゝ
ゝ
奉
願
上
候

右
願
之
通
被
為
仰
付
被
下
置
候
ハ
バ

難
有
仕
合
ニ
可
奉
存
候
以
上

子
十
二
月

右
村
取
扱吉

三
郎

同
村
金
主徳

左
衛
門

井
田
忠
右
衛
門
様
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右
両
人
御
願
申
上
候
通
相
違
無
御
座
候
間
願
之
通

被
為
仰
付
被
下
置
候
様
偏
ニ
奉
願
上
候
以
上

右
村
庄
屋

平
次
郎

注

偏

ひ
と
え

に
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